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2026 年 2 月 16 日 

報道関係者各位 

株式会社ヤマダホールディングス 

ヤマダホールディングスグループの株式会社ヤマダデンキ（本社：群馬県高崎市、代表取締役社長：佐野 

財丈、以下、ヤマダデンキ）は、提供している銀行サービス「ヤマダ NEOBANK」において、2026 年 2 月

16 日（月）より「円預金残高に応じてヤマダ Pay で最大 5％ポイント還元キャンペーン」を開催いたしま

す。 

■「円預金残高に応じてヤマダPayで最大5％ポイント還元！」概要 

【キャンペーン期間】 

2026年2月16日（月）～ 2026年5月31日（日） 

 

【対象条件】 

以下の①～③を満たすこと 

① 対象月にヤマダPayのご利用があること 

② ヤマダPayをご利用いただいた月の月末円預金残高条件を達成していること 

③ 特典提供時にヤマダPayが設定されていること 

※ ヤマダNEOBANK口座を決済口座として設定したヤマダPayが対象です。 

※ 内容は予告なく変更または中止する場合がございます。 

 

【特典進呈】 

2026年3月末頃～2026年6月末頃（予定） 

※ 進呈ポイントには上限がございます。 

 

本キャンペーンについて詳しくはこちらをご確認ください。 

https://www.yamada-denki.jp/service/neobank/campaign/cp202602_yamadaneobank/ 

 

「円預金残高に応じてヤマダPayで最大5％ポイント還元！」 
キャンペーン開催のお知らせ 

https://www.yamada-denki.jp/service/neobank/campaign/cp202602_yamadaneobank/?rt=corporation
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■ヤマダNEOBANKとは 

ヤマダデンキが、住信SBIネット銀行を所属銀行とする銀行代理業者として提供する銀行サービスです。 

詳しくはこちらをご確認ください。 

https://www.yamada-denki.jp/service/neobank/ 

銀行代理業者：株式会社ヤマダデンキ 

所属銀行：住信SBIネット銀行株式会社 

許可番号：関東財務局長（銀代）第440号 

取扱業務：預金の受入れ、資金の貸付、為替取引を内容とする契約の締結の媒介 

＊「NEOBANK®」は住信 SBI ネット銀行株式会社の登録商標です。登録商標第 5953666 号。 

 

■ヤマダPayとは 

全国のヤマダデンキ店舗とヤマダウェブコムでのお支払いにご利用いただける、ヤマダデンキが提供する

電子決済サービスです。 

※ ご利用には事前に設定が必要です。 

※ 一部の店舗ではご利用いただけません。 

※ ヤマダウェブコムでご利用いただけるヤマダ Pay は、ヤマダ NEOBANK 口座を決済口座に設定したものに限ります。 

詳しくはこちらをご確認ください。 

https://www.yamada-denki.jp/service/yamadapay/ 

 

今後もより良いサービスをお客さまへお届けできるよう邁進してまいります。引き続きご愛顧賜ります

ようお願い申し上げます。 
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【本件に関する報道関係者お問い合わせ】 

株式会社ヤマダホールディングス 統合経営企画室 経営企画部 広報課 

TEL：027-345-8947 E-mail : ymd_kouhou@yamada-denki.jp 

https://www.yamada-denki.jp/service/neobank/?rt=corporation
https://www.yamada-denki.jp/service/yamadapay/

